
地 域 再 生 計 画 

 

１．地域再生計画の名称 

   快適なふるさと信楽のまちづくり再生計画 

 

２．地域再生計画の作成主体の名称 

   滋賀県甲賀市 

 

３．地域再生計画の区域 

   甲賀市の区域の一部（信楽町地区） 

 

４．地域再生計画の目標 

４－１ 地域の現況 

 甲賀市は、水口町・土山町・甲賀町・甲南町・信楽町の５町が、平成１６年１０月 1

日に合併して誕生したまちである。滋賀県の東南部に位置し、面積は４８１.６２ｋ㎡と

県土の約１２％を占めている。大阪・名古屋から１００ｋｍ圏内にあり、近畿圏と中部

圏をつなぐ広域交通の拠点となっている。地形は、東南部に標高１，０００ｍを超える

山々が連なる鈴鹿山系を望む丘陵地で野洲川・杣川・大戸川沿いに平地が開け、森林も

多く、琵琶湖の水源涵養、水質保全にも重要な地域となっている。計画区域の信楽町は、

大戸川を有しており、瀬田川と合流し京阪神まで流下している。 

 近年は、京阪神と名古屋間の利便を生かした企業の進出や京阪神のベッドタウンとし

て発展しており、現在は８９，９０１人（令和３年３月３１日現在）の人口を有する都

市である。 

本市の人口は、平成１７年をピークに人口減少が進み、平成２７年度末には９１，９

４９人であった人口は、令和２年度末には８９，９０１人となり、令和７年には、８５，

６２９人となることが予測される。特に信楽町においては、平成２７年度末に１２，１

０５人であった人口は、令和２年度末には１０，９４６人となり、このまま推移すれば

令和８年度末には９，３２０人になることが予測され、中山間地域における人口減少が

顕著となっている。 

 

４－２ 地域の課題 

 甲賀市ひと・まち・しごと創生総合戦略において、市内でも中山間地域における人口

減少が顕著であること及び市内の就業人口が減少し、市外で働く傾向にあること、女性

の市内就業率が年々減少傾向にあることが課題のひとつとなっている。特に人口減少が

顕著な中山間地域である信楽町は、県内、市内の他地域に比べ下水道普及率が約２１％

と低く生活環境の格差も影響し、若者の流出による定住人口の減少と少子高齢化が顕著



となっている。 

また、信楽町に流れる大戸川は表面的には比較的正常な水質が維持されているが近年、

環境・生活排水による水質汚濁に対する関心も高く、水洗化整備等の期待が高くなって

きた。さらに、大戸川は瀬田川に合流し、京阪神の生活用水としても利用されているこ

とから、水洗化整備が必要である。 

 

４－３ 計画の目標 

こうした状況を踏まえ、地方創生汚水処理施設整備推進交付金により公共下水道及び

合併浄化槽の整備を一体的に推進することにより、生活環境の改善及び公共用水域の水

質向上を図ることを計画の目標としている。 

   （目標１） 信楽町における人口減少の抑制 

     １０，９４６人（令和２年度末）→８，９００人（令和１０年度末） 

   （目標２） 信楽町における美しい自然や川を後世に引き継ぐ 

     現在環境基準のＡ類型である大戸川の水質について、Ａ類型を維持する。 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

 信楽町で施工している公共下水道は、平成１２年度に事業着手し、令和２年度末におい

て全体計画２８１．０ha のうち約９７．０haが整備済みである。 

 また、公共下水道、農業集落排水及び既設集合排水処理地域を除く地域においては、合

併浄化槽区域として個別設置浄化槽を推進している。 

 今後、更なる汚水処理施設の整備を推進するため、地方創生汚水処理施設整備推進交付

金により公共下水道及び合併浄化槽の整備を行い、快適で自然豊かな地域を目指す。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）地方創生汚水処理施設整備推進交付金【Ａ３００９】 

・公共下水道・・・令和６年３月に事業計画策定（変更） 

 ［事業主体］ 

・甲賀市 

 ［施設の種類］ 

   ・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 

  ［事業区域］ 

・公共下水道        甲賀市信楽町長野の一部、江田の一部及び西の一部 

・浄化槽（個人設置型）   甲賀市信楽町の全域（ただし、公共下水道及び農業集 

落排水の供用開始区域を除く。） 

  ［事業期間］ 

   ・公共下水道        令和４年度～令和１０年度 

   ・浄化槽（個人設置型）   令和４年度～令和１０年度 



  ［整備量］ 

 ・公共下水道     管路施設  φ１００～２５０ Ｌ＝１１，４８７ｍ 

            終末処理場 １池増設 

・浄化槽（個人設置型）       ９３基 

   なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

     公共下水道 ２，２６６人  浄化槽 ２０５人 

  ［事業費］ 

   ・公共下水道     ２，６７１，２５２千円（うち、交付金 1,335,626 千円） 

   ・浄化槽（個人設置型）   ４１，３２０千円（うち、交付金   13,769 千円） 

   ・合  計       ２，７１２，５７２千円（うち、交付金 1,349,395 千円） 

 

  ［事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法］ 

（令和／年度）

※信楽町 

基準年 

（R2） 
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

指標１ 汚水処

理人口普及率 
６７％ ７１％ ７７％ ８３％ ９０％ ９０％ ９０％ ９１％ 

指標２ 大戸川

水質維持 
Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 

［事業が先導的なものであると認められる理由］ 

   （政策間連携） 

 公共下水道及び合併浄化槽を一体的に整備することにより、短期間で効率的かつ効

果的な施設配置が可能となり、快適で魅力ある生活環境の整備といった地域再生の目

標達成に資するとともに、全体の整備コストの削減が期待できるという点で、先導的

な事業となっている。 

 汚水処理施設整備事業は、甲賀市国土強靭化地域計画に明記された事業である。 

 

５－３ その他の事業 

    地域再生法による特別の措置を活用するほか、「快適なふるさと信楽のまちづくり再

生計画」を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。 

   ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

         該当なし 

 

   ５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

    汚水処理関連 

 （１）浄化槽設置整備事業 

      内  容 公共下水道及び農業集落排水の整備を行わない地域において、住宅 

          用の合併浄化槽には上乗せ補助を行い、住宅用以外の合併浄化槽には 



基本額の補助を行うことで公衆衛生の継続的な保全を図る。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２８年４月～ 

（２）合併浄化槽設備修繕費補助事業 

      内  容 公共下水道及び農業集落排水が供用開始されていない地域において、 

合併浄化槽の修繕費補助を行うことにより、生活環境及び公衆衛生の 

継続的な保全を図る。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２７年４月～ 

（３）浄化槽維持管理事業補助事業 

      内  容 公共下水道及び農業集落排水の整備を行わない地域において、住宅 

用の合併浄化槽を面的に整備した浄化槽維持管理組合に対し維持管

理費の補助を行う。 

（県費補助事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２６年４月～ 

（４）宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給事業 

      内  容 公共下水道、農業集落排水及び合併浄化槽の接続に関する工事に要 

する資金の融資を金融機関にあっせんする。 

 また、この制度で融資を受け、公共下水道及び農業集落排水におい 

ては供用開始３年以内に接続した者及び合併浄化槽に接続した者に対 

して利子の３分の２以内で補助を行う。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成１６年１０月～（合併浄化槽については、平成２７年４月～） 

定住移住関連 

    （１）子育て応援・定住促進リフォーム事業 

      内  容 人口増加及び移住定住を促進し、地域の活性化を図るため住宅のリ

フォーム工事を行う者に対して補助を行う。 

          （甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２８年４月～ 

    （２）移住定住促進事業 

      内  容 大都市で開催される移住フェア等で情報発信を行う。また、空き家

バンクを活用し市外からの移住及び市内での定住を促進し地域の活性



化を目指す。 

          （甲賀市単独事業） 

      事業主体 甲賀市 

      実施期間 平成２７年４月～ 

 

６．計画期間 

   令和４年度～令和１０年度 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

    ４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年度終了後に、

中間評価及び事後評価を行う。 

 

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 令和２年度 

（基準年度） 

令和６年度 

（中間年度） 

令和 10 年度 

（最終目標） 

目標１ 

信楽町の人口

減少の抑制 

１０，９４６人 １０，０００人 ８，９００人 

目標２ 

大戸川水質維

持 

Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 

 

 

 （指標とする数値の収集方法） 

項  目 収集方法 

信楽町の人口減少の抑制 甲賀市住民基本台帳より 

大戸川水質維持 滋賀県の公共用水域測定の公表データより 

 

  ・目標の達成状況以外の評価を行う内容 

    １．事業の進捗状況 

    ２．総合的な評価や今後の方針 

 

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

    ４に示す地域再生計画の目標については、中間評価及び事後評価の内容を、速やか

にインターネット（甲賀市ホームページ）により公表する。 


